
障害支援区分の創設について（平成 26 年 4 月 1日施行） 

 

【障害支援区分開発に係るモデル事業について】 

・目的 

  「障害支援区分」の施行に向け、障害支援区分判定ロジック（案）に基づく認定調

査及び審査判定を試行的に実施して、その結果を基に障害支援区分判定ロジック（案）

の妥当性の検証を行ったうえで、障害支援区分判定ロジックの確定を行うことを目的

とし実施されました。 

 

・スケジュール 

 作業事項 実施期間 

１ モデル事業対象者の決定・依頼 平成 25 年 6 月下旬～7月下旬 

２ 試行的な認定調査 平成 25 年 8 月上旬～9月中旬 

３ 試行的な審査判定 平成 25 年 8 月下旬～9月下旬 

４ 報告データ作成・アップロード 

５ アンケート票の返送 

平成 25 年 10 月中旬 

 

・対象（抽出）件数 

  3 障害×6 区分×2 件＝36 件 

 

【今後のスケジュール】 

 

 内 容 実 施 時 期 

１ 審査判定基準省令 パブリックコメント実施 平成 25 年 12 月上旬 

２ 審査判定基準省令 公布 平成 26 年 1 月上旬 

３ 認定調査員等マニュアル 平成 26 年 1 月中旬 

４ 都道府県障害支援区分指導者研修(国研修) 

開催 
平成 26 年１月下旬 

５ 判定ソフト(障害支援区分判定ソフト 2014) 

配布 
平成 26 年 2 月上旬 
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